
派
遣
法
改
正
案
の
内
容
と

製
造
業
派
遣
禁
止
の
影
響

昨
年
１２
月
２８
日
、
労
働
政
策
審
議
会

か
ら
労
働
者
派
遣
法
改
正
が
答
申
さ
れ

ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
は
こ
と
し
の
通

常
国
会
へ
の
早
期
の
法
案
提
出
を
目
指

す
と
の
こ
と
で
す
。

答
申
の
内
容
は
派
遣
社
員
の
雇
用
の

安
定
を
主
眼
と
し
て
お
り
、
経
営
側
の

雇
用
調
整
に
大
き
な
制
約
を
課
す
も
の

と
な
り
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
①
登
録
型
派
遣
の
原

則
禁
止
、
②
常

用
型
以
外
の
製

造
業
派
遣
の
禁

止
、
③
日
雇
派

遣
の
原
則
禁
止

と
い
っ
た
内
容

が
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
す
（
図

表
１
）。

な
お
、
改
正

法
の
施
行
期
日

に
つ
い
て
は
、

公
布
日
か
ら
６

か
月
以
内
の
政

令
で
定
め
る
日

が
適
当
と
し
て

い
ま
す
が
、
登

録
型
派
遣
と
製
造
業
派
遣
の
禁
止
は
公

布
の
日
か
ら
３
年
以
内
の
政
令
で
定
め

る
日
（
登
録
型
派
遣
の
一
定
の
業
種
は

施
行
日
か
ら
さ
ら
に
２
年
後
ま
で
の

間
）
の
猶
予
期
間
を
お
く
と
し
て
い
ま

す
。答

申
の
内
容
を
受
け
て
改
正
法
が
成

立
し
た
場
合
、
製
造
業
各
社
は
派
遣
か

ら
契
約
社
員
、
請
負
（
業
務
委
託
）
へ

の
切
替
え
な
ど
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

一
方
、
こ
う
し
た
変
化
は
製
造
コ
ス

ト
の
増
加
を
招
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

企
業
の
競
争
力
を
そ
ぐ
も
の
と
懸
念
さ

製造業派遣の禁止を見据えた派遣法改正の動きを背
景に、製造現場を中心に派遣から請負（業務委託）
等への移行が進んでいます。労働者派遣と請負の違
いと、切替えの際の留意点を解説します。

特定社会保険労務士

塩 澤 迅 也

図表１ 派遣法改正に関する労働政策審議会答申の主
な内容

専門２６業種や産休・育休・介休代替、高齢
者、紹介予定を除く登録型派遣の禁止

常用雇用型（特定の派遣先との契約が終了し
ても労働契約が継続するもの）を除き、製造
業派遣は原則禁止

日々または２か月以内の期間により雇用する
労働者について、労働者派遣を原則禁止（例
外はリスト化して認める）

派遣先が違法と知りながら受け入れた場合、
派遣元の労働条件と同一の労働契約を派遣先
が申し込んだとみなす規定を創設

派遣労働者がこの申込みを受諾したにもかか
わらず、労働契約を締結しない場合、新設の
勧告制度の対象となる

①登録型派遣
の原則禁止

②製造業派遣
の原則禁止

③日雇派遣の
原則禁止

④違法派遣の
場合の直接
雇用の促進
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れ
て
い
ま
す
。
登
録
型
派
遣
と
製
造
業

派
遣
の
原
則
禁
止
に
つ
い
て
、
最
大
３

年
間
の
施
行
猶
予
期
間
が
設
定
さ
れ
た

の
は
こ
の
た
め
で
す
。

す
で
に
大
手
企
業
は
派
遣
社
員
の
採

用
を
回
避
す
る
傾
向
に
あ
り
、
契
約
形

態
の
切
替
え
の
ほ
か
、
系
列
内
外
の
出

向
や
応
援
と
い
っ
た
方
法
で
人
員
を
補

充
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
多
く
の
中
小
企
業
に
は
人
材

確
保
の
面
で
深
刻
な
影
響
が
あ
る
も
の

と
予
想
さ
れ
ま
す
。

そ
も
そ
も
即
戦
力
の
短
期
契
約
社
員

の
採
用
・
育
成
は
容
易
で
は
な
く
、
固

定
的
な
コ
ス
ト
も
生
じ
ま
す
。
業
務
の

繁
閑
に
人
員
調
整
が
追
い
つ
か
な
け
れ

ば
、
受
注
へ
の
影
響
も
懸
念
さ
れ
ま

す
。

派
遣
を
請
負
に

切
り
替
え
る
場
合
の
手
順

⑴

３
つ
の
契
約
形
態

派
遣
法
の
改
正
を
見
越
し
て
、
派
遣

社
員
の
請
負
（
業
務
委
託
）
へ
の
切
替

え
を
検
討
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
く
る

も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

製
造
業
の
構
内
業
務
の
請
負
（
業
務

委
託
）
へ
の
切
替
え
を
前
提
と
す
る

と
、
形
態
は
次
の
３
つ
の
い
ず
れ
か
が

想
定
さ
れ
ま
す
。

①

個
人
事
業
主
と
請
負
（
業
務
委

託
）
契
約
を
締
結
し
て
受
け
入
れ
る

②

請
負
会
社
と
請
負
（
業
務
委
託
）

契
約
を
締
結
し
、
請
負
会
社
と
請
負

（
業
務
委
託
）
契
約
を
締
結
し
た
個

人
事
業
主
を
受
け
入
れ
る

③

請
負
会
社
と
請
負
（
業
務
委
託
）

契
約
を
締
結
し
、
請
負
会
社
の
社
員

を
受
け
入
れ
る

⑵

切
替
え
の
条
件
を
決
め
る

請
負
（
業
務
委
託
）
形
態
で
は
、
請

負
人
は
発
注
側
か
ら
独
立
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
、
指
揮
命
令
や
労
務
管
理
を

行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

請
負
と
認
め
ら
れ
る
具
体
的
な
条
件

と
は
、
図
表
２
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場

図表２ 請負（業務委託）への切替えの際に押さえておくべき条件（例）
（参考）
派遣社員の
労務管理

・派遣先が派遣契
約や派遣元就業
規則の設定の範
囲内で直接指揮
命令をする

・職場秩序や安全
衛生管理は派遣
先が責任を負う
・人事権は派遣元
の管理下にある
・派遣元から給与
の支給を受ける

・派遣元は仕事の
結果に対する瑕
疵担保責任や債
務不履行責任を
負わない
・派遣契約違反の
労働提供責任は
派遣元が負う
・機械、設備など
は派遣先の物を
使用する

請負会社
（請負会社の社員）

・注文に基づき、人数
や配置、作業速度、
割付などを行ない、
その社員は請負会社
の管理下にある
・個別の社員の技術指
導、査定は請負会社
が行なう

・業務時間は請負会社
の管理下にある（タ
イムカード管理、残
業の指図など）

・請負会社が管理する
（請負会社の就業規
則を適用）

・請負会社から給与の
支給を受ける
・請負会社の運転資金
は独立して調達・支
弁する
・発注側からは経費な
どの支給を受けない
・請負会社は損害賠償
責任などを負う
・請負会社は請負社員
に対する使用者責任
を負う

・他の業務との兼業は禁止されない
・発注側の機械・設備の使用と保守・修理について請負側が負担す
る旨、別途約定している。また材料、部品の受取りや製品引渡し
について帳票が整備されている。あるいは請負側が自らの企画や
専門的技術または経験により、業務を処理する

個人事業主
（請負会社を
介した契約）

・業務の遂行方法に関する指示その他の管
理を自ら行なう立場である

・業務の進捗や結果については報告義務や
検査・評価を受ける義務があっても、発
注側の指揮命令下にはない

・業務内容は注文書、仕様書などにより、
明白に独立して遂行されている

・業務日数や件数など、注文や合意として
定めても、指示命令ではない

・別に事務所をもっているか、構内に独立
した業務場所をもっている。または業務
が明白に独立している

・業務時間は個人事業主が自ら管理する。
勤務時間の拘束はない

・遅刻、欠勤などについて懲戒など不利益
を受けず、相当額の請負金の減額もない

※施設管理やセキュリティ管理上の入・退室
管理や休日の施設利用管理は問題ない

・朝礼への出席、制服、出欠報告などの業
務秩序に関する拘束を受けない

※施設管理や機密保持管理の拘束に従うこと
は問題ない

・給与として源泉徴収を受けない
・経費を負担し、報酬水準は事業主として
相当額である（交通費などの支給を受け
ない）

・税務申告など対外的に事業主として手続
きしている

・業務の不履行や不法行為などにつき、瑕
疵担保責任や損害賠償責任を負う

・再下請や補助者の利用の有無について、
約定されている

個人事業主
（直接契約）

業務管理面
の独立性

時間管理面
の独立性

職場秩序・
人事管理面
の独立性

経理面の独
立性

法律面の独
立性

業務面の独
立性

労
務
管
理
上
の
独
立
性

事
業
経
営
上
の
独
立
性
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合
、
①
の
直
接
契
約
の
個
人
事
業
主
に

つ
い
て
は
労
働
者
と
さ
れ
、
発
注
側
に

労
働
契
約
上
の
使
用
者
責
任
な
ど
が
生

じ
ま
す
。
ま
た
、
②
と
③
の
請
負
会
社

を
介
し
た
個
人
事
業
主
や
請
負
会
社
の

社
員
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
「
偽
装
請

負
」
に
該
当
し
、
違
法
な
労
働
者
派
遣

と
み
な
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
、
派
遣
先
事
業
所
と
し
て

の
責
任
が
生
じ
る
ほ
か
、
職
業
安
定
法

に
よ
り
懲
役
刑
ま
た
は
罰
金
刑
の
対
象

と
さ
れ
ま
す
。
近
年
は
行
政
の
指
導
も

強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

適
正
な
請
負
に
あ
た
る
か
ど
う
か
の

判
断
が
む
ず
か
し
い
と
き
は
、
厚
生
労

働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
質
疑
応
答
集
が

参
考
に
な
り
ま
す
（「
労
働
者
派
遣
事

業
と
請
負
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
業
と
の

区
分
に
関
す
る
基
準
」（
３７
号
告
示
）

に
関
す
る
疑
義
応
答
集
）。

Ｕ
Ｒ
Ｌ：

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/

bunya/koyou/dl/haken-
shoukai

03.pdf

⑶

請
負（
業
務
委
託
）条
件
の
設
定
と

提
示

①

報
酬
の
支
払
方
法
と
水
準
の
設
定

報
酬
は
成
果
物
の
対
価
や
処
理
し
た

業
務
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
「
作
業
工
程

数
×
作
業
工
程
別
単
価
」「
完
全
出
来

高
払
い
」
な
ど
、
実
績
を
も
と
に
設
定

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
報
酬
は
諸
経
費
や
事
業
主
負

担
を
含
め
一
括
し
て
定
め
る
こ
と
が
適

切
と
い
え
ま
す
。
派
遣
社
員
が
同
様
の

業
務
に
従
事
し
た
と
き
の
労
務
費
に
比

べ
る
と
、
高
め
の
水
準
が
想
定
さ
れ
ま

す
。な

お
、
高
度
な
技
術
や
専
門
性
が
必

要
な
場
合
を
除
き
、
労
務
費
（
単
価
×

人
数
×
日
数
・
時
間
数
）
に
よ
る
水
準

決
定
は
避
け
る
べ
き
で
す
。「
実
際
の

人
数
や
日
数
に
か
か
わ
ら
ず
定
額
」
と

す
る
な
ど
、
実
績
に
着
目
し
た
算
定
を

行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②

契
約
の
形
式
等

「
請
負
（
業
務
委
託
）
契
約
書
」
を

作
成
し
、
契
約
金
額
や
期
間
、
第
三
者

や
補
助
者
の
利
用
の
有
無
、
守
秘
義

務
、
損
害
賠
償
責
任
、
契
約
の
解
除
な

ど
を
定
め
ま
す
。

同
時
に
、
独
立
し
て
業
務
処
理
で
き

る
よ
う
「
注
文
書
」「
仕
様
書
」
に
よ

り
、
業
務
範
囲
や
要
求
水
準
を
明
確
に

し
ま
す
。そ
の
ほ
か「
賃
貸
借
契
約
書
」

を
作
成
し
、
設
備
や
機
械
、
業
務
ス
ペ

ー
ス
の
賃
貸
に
つ
い
て
定
め
ま
す
。
こ

れ
ら
の
保
守
や
修
理
に
つ
い
て
も
請
負

側
の
負
担
と
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
必
要
に
応
じ
「
個
人
情
報
保

持
契
約
書
」
を
作
成
し
ま
す
（
請
負
会

社
を
介
し
た
場
合
、
個
人
情
報
保
持
契

約
の
契
約
相
手
は
請
負
会
社
と
な
り
ま

す
）。

③

条
件
提
示
の
時
期

現
在
の
派
遣
社
員
を
個
人
事
業
主
や

請
負
社
員
と
し
て
受
け
入
れ
る
場
合
、

本
人
が
拒
否
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
特
に
派
遣
期
間
中
の
切
替
え
を
予

定
し
て
い
る
場
合
、
少
な
く
と
も
１
か

月
以
上
前
に
は
本
人
に
提
示
し
、
協
議

す
る
こ
と
が
相
当
と
い
え
ま
す
。

な
お
、
派
遣
先
に
関
す
る
告
示
は
派

遣
先
都
合
に
よ
る
中
途
解
約
に
つ
い

て
、「
事
前
に
相
当
の
期
間
を
お
い
て

派
遣
元
に
申
し
入
れ
る
こ
と
」「
休
業

手
当
や
解
雇
予
告
手
当
相
当
額
以
上
の

損
害
賠
償
を
行
な
う
こ
と
」
を
求
め
て

い
ま
す
（
図
表
３
「
派
遣
先
が
講
ず
べ

き
措
置
に
関
す
る
指
針
」
平
成
２１
年
厚

生
労
働
省
告
示
２
４
５
号
）。

そ
の
ほ
か
要
求
水
準
や
業
務
範
囲
に

関
す
る
打
合
せ
や
担
当
者
の

研
修
実
施
な
ど
を
考
慮
す
る

と
、
あ
る
程
度
の
準
備
期
間

は
必
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

④

注
意
事
項

工
程
単
位
で
請
負
（
業
務

委
託
）
に
切
替
え
可
能
な
、

独
立
性
の
高
い
業
務
を
選
定

し
ま
す
。
請
負（
業
務
委
託
）

形
態
の
者
と
雇
用
労
働
者
が

混
在
す
る
業
務
の
場
合
、
偽

装
請
負
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
た
め
で
す
。

⑷

派
遣
契
約
の
解
除

派
遣
契
約
に
定
め
た
派
遣

期
間
が
満
了
す
れ
ば
、
派
遣

契
約
は
原
則
と
し
て
終
了
し

ま
す
。

な
お
、
派
遣
元
か
ら
継
続

図表３ 派遣期間中の解除について派遣先が講ずべき措置（一部）

① 派遣契約に、派遣先の都合により派遣契約を期間中に解約する場
合、派遣社員の就労機会の確保を図ること。これができない場合は、
派遣元に残期間分の休業手当、解雇予告手当相当額以上の損害賠償を
行なうことを定めること
② 解除について、事前に派遣元の合意を得ること。また、相当の猶予
期間をおいてあらかじめ派遣元に申入れをすること
③ 派遣先は関連会社での就業をあっせんするなどの方法で、派遣社員
の新たな就業機会の確保を図ること
④ 派遣契約に①の定めがなくとも新たな就業機会の確保や、これがで
きない場合の損害賠償を行なわなければならないこと。派遣元と適切
な善後処理方策を講ずること
⑤ 派遣元から請求があったときは、契約解除の理由を派遣元に明らか
にすること
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し
て
１
年
以
上
（
３
年
以
内
の
派
遣
可

能
期
間
）
派
遣
社
員
を
受
け
入
れ
て
い

た
場
合
で
、
引
き
続
き
同
じ
業
務
の
た

め
派
遣
期
間
経
過
後
に
新
た
に
労
働
者

を
直
接
雇
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
れ
ま
で
勤
務
し
た
派
遣
社
員
を
雇
い

入
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

適
正
な
手
続
き
を
踏
ん
で
請
負
（
業

務
委
託
）
契
約
に
切
り
替
え
る
場
合
、

問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

使
用
者
責
任
と

安
全
管
理

発
注
側
と
個
人
事
業
主
や
請
負
社
員

と
の
間
に
は
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
て

お
ら
ず
、
発
注
側
は
使
用
者
責
任
を
負

い
ま
せ
ん
。
同
様
に
安
全
管
理
責
任
を

負
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
例
外
的
に
、
労
働
安
全
衛
生

法
違
反
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
や
是
正

の
指
示
を
行
な
う
義
務
が
あ
る
も
の
と

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
法
は
発
注
側
に
作
業
間
の

連
絡
調
整
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
具
体

的
な
指
針
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
（「
製

造
業
（
造
船
業
を
除
く
）
に
お
け
る
元

方
事
業
者
に
よ
る
総
合
的
な
安
全
衛
生

管
理
の
た
め
の
指
針
」
基
発
０
８
０
１

０
１
０
号

平
成
１８
年
８
月
１
日
）。

発
注
側
に
求
め
ら
れ
る
対
策
の
う

ち
、
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①

作
業
間
の
連
絡
調
整
の
責
任
者
を

選
任
す
る

②

安
全
衛
生
計
画
を
策
定
し
、
請
負

人
に
周
知
さ
せ
、
労
災
防
止
対
策
を

実
施
す
る

③

複
数
の
構
内
請
負
人
が
作
業
す
る

場
合
、
作
業
間
の
連
絡
調
整
を
行
な

う
④

構
内
請
負
人
と
の
情
報
共
有
、
認

識
共
有
の
た
め
定
期
的
・
臨
時
的
な

協
議
会
を
設
置
す
る

⑤

労
災
防
止
の
た
め
、
定
期
的
・
臨

時
的
な
巡
回
を
行
な
う

⑥

構
内
請
負
人
が
請
負
社
員
に
安
全

衛
生
教
育
を
行
な
う
場
合
、
場
所
や

資
料
な
ど
を
援
助
す
る

⑦

以
上
の
連
絡
調
整
の
た
め
、
構
内

請
負
人
の
責
任
者
を
把
握
す
る

一
方
、民
事
上
の
安
全
配
慮
義
務（
労

務
提
供
上
、
労
働
者
の
生
命
と
身
体
の

危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
る
義

務
）
は
、
労
働
契
約
を
前
提
に
し
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

構
内
業
務
の
請
負
（
業
務
委
託
）
で

は
、
過
去
の
判
例
等
か
ら
、
発
注
側
が

支
配
・
決
定
し
て
い
る
作
業
環
境
に
つ

い
て
、
限
定
的
に
安
全
配
慮
義
務
を
負

う
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

参
考
ま
で
に
、
判
例
で
は
図
表
４
の

よ
う
な
発
注
側
の
責
任
が
問
わ
れ
た
ケ

ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
先
ほ
ど
の
指
針
で
は
、
主
な

対
策
の
ほ
か
に
「
請
負
人
の
健
康
診
断

受
診
の
促
進
」
や
「
危
険
性
や
有
害
性

な
ど
の
情
報
提
供
」
な
ど
必
要
な
措
置

を
と
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

複
数
の
事
業
主
が
混
在
す
る
構
内
業

務
で
は
、
労
災
の
リ
ス
ク
は
通
常
よ
り

高
く
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
労
災
予
防
を
目
的
と
す
る

連
絡
調
整
の
仕
組
み
の
構
築
は
必
須
と

い
え
ま
す
。
発
注
側
と
し
て
の
責
任
を

果
た
す
こ
と
で
、
労
災
発
生
時
の
混
乱

の
抑
制
に
も
繋
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

ま
た
、
偽
装
請
負
と
し
て
実
質
的
に

派
遣
と
み
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
労

務
管
理
上
も
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ

る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
派
遣
法
に
基

づ
き
発
注
側
に
使
用
者
責
任
が
認
め
ら

れ
、
安
全
配
慮
義
務
の
範
囲
も
拡
大
さ

れ
る
た
め
で
す
。

適
正
な
請
負
（
業
務
委
託
）
が
行
な

わ
れ
る
よ
う
、
請
負
（
業
務
委
託
）
契

約
の
内
容
や
管
理
の
実
態
を
十
分
に
把

握
し
、
業
務
体
制
を
構
築
し
て
く
だ
さ

い
。

●▲

図表４ 請負社員に関するトラブルで発注側の責任が
問われた判例

請負社員の過労自殺につい
て、発注側が直接労務管理を
行なっていたことを理由に安
全配慮義務違反を認め、発注
側と請負会社に対して連帯し
ての損害賠償責任を認めた。

発注側が実質的に請負社員
の賃金を負担し、作業の指示
も行なっていたために、発注
側と請負社員の間に「黙示の
労働契約」が成立したとみな
され、請負会社による雇止め
が無効と判断された。

建設現場での請負社員の塗
装作業中の転落死亡につい
て、落下防止の養生網の無断
開放の予防が可能であったに
もかかわらず対策を尽くさな
かったとして、発注側の安全
配慮義務違反を認めた。

アテスト（ニコン熊谷製
作所）事件
東京地裁平１７・３・３１判決

ナブテスコ（ナブコ西神
工場）事件
神戸地裁明石支部平１７・７・
２２判決

鹿島建設・大石塗装事件
最高裁昭５５・１２・１８判決
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